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児童は、人として尊ばれる。 

児童は、社会の一員として重んぜられる。 

児童は、よい環境の中で育てられる。 

（児童憲章） 

 

全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育される

こと、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健や

かな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障さ

れる権利を有する。 

（児童福祉法第１条） 

 

全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野

において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最

善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなけれ

ばならない。 

（児童福祉法第２条第 1項） 

 

国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに

育成する責任を負う。 

（児童福祉法第２条第３項） 

 

「森・川・海」がもたらす豊かな自然は、宮古の宝である。 

そして、その自然に抱かれ育つ子どももまたかけがえのない宝であり、未来

への希望である。 

全ての子どもがこの豊かな自然環境と家庭や地域の愛情に包まれながら、夢

と希望を持って健やかに成長すること、地域社会の一員としてふるさと宮古に

愛着と誇りを持つことは、私たち市民の願いである。 

私たちは、日本国憲法や児童の権利に関する条約、そして児童福祉法の理念

に基づき子どもの権利を尊重しながら、市民憲章に定めるまちづくりを通じて、

子どもの健やかな成長を全ての大人が力を合わせて支えることにより、未来を

担う子どもたちを安心して産み、育てることができるふるさと宮古の実現を目

指し、ここにこの条例を制定する。 

（宮古市子ども条例前文） 

児 童 福 祉 
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Ⅰ 児童福祉の概況 
 人口減少、少子化高齢化の進展による家族形態の変化などにより、子育て家庭を取り巻く

環境は変化をしてきています。 

 平成 27年度から施行された「子ども・子育て支援新制度」のもと、みんなが安心して子育

て出来るまちづくり目指して策定した「宮古市子ども・子育て支援事業計画」に基づいて、

関係機関等と連携を図りながら子育て支援の充実を図ります。 

１ 人口等状況                   各年４月１日現在（単位：人） 

区 分  令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

総  人  口 51,150 49,961 48,761 47,493 46,331 

15歳未満人口(割合) 
 5,148

（10.1％） 

 4,938

（9.9％） 

 4,705

（9.6％） 

4,409 

（9.3％） 

4,205 

（9.1％） 

15～64歳人口(割合) 
26,793

（52.4％） 

25,847

（51.7％） 

25,061

（51.4％） 

24,324 

（51.2％） 

23,532

（50.8％） 

65歳以上人口(割合) 
19,209

（37.5％） 

19,176

（38.4％） 

18,995

（39.0％） 

18,760 

（39.5％） 

18,594 

（40.1％） 

※ 総合窓口課資料 

２ 出生数                            (単位：人) 

区 分  平成 30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

出 生 数 341 287 265 245 204 

合計特殊出生率 1.72 1.55 1.45 1.67 1.64 

※ 合計特殊出生率 = 15歳から 49歳までの女性の年齢階級別出生率の合計 

※ 資料 保健福祉年報（岩手県保健福祉部） 

３ 就学前児童数                    令和６年４月１日現在（単位：人） 

総人口 

（ア） 

就学前児童

数（イ） 

年  齢  別  内  訳 イ 

ア ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 

46,331 1,378 195 197 221 238 259 268 2.97％ 
 

４ 保育所等入所児童数               各年度４月１日現在（単位：人） 

  種 別 

 

区 分 

保育所 
へき地

保育所 
児童館 

認定こ 

ども園 
幼稚園 

認可外 

保育所 

小規模

保育事

業所 

家庭的

保育事

業所 

計 就学前 

児童と 

の割合 
施設数（箇所） 15 ２ ３ ５ １ ４ ２ ５ 37 

入所定員 906 60 160 469 60 121 31 25 1,832  

年

度

別

入

所

人

員 

R２ 741 12 32 500 76 64 － 10 1,435 76.5％ 

R３ 693 12 34 488 66 51 － 10 1,354 77.9％ 

R４ 662 ７ 27 449 60 35 ５ ７ 1,252 77.8％ 

R５ 615 ５ 19 398 58 40 13 13 1,161 80.2％ 

R６ 613 ４ 14 379 48 27 13 22 1,120 81.3％ 

※ 施設数及び入所定員については、令和６年４月１日現在。 

※ へき地保育所のうち、門馬保育所は令和元年度から休所中。 

※ 川内児童館は令和２年３月 31日で廃止。 

※ 小規模保育事業所は、令和４年４月１日新規開所。 

※ 児童館入所人員は未就学児の人数。 
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 Ⅱ 保  育  所 

１ 目 的 

  保育所は、保護者の労働、疾病その他の理由により、保育を必要とする乳児・幼児を保

育することを目的として設置された児童福祉施設です。 

２ 入所基準 

  保護者が、家庭において子どもを保育することができない場合に入所できます。 

  次の事項に該当する場合に、保育の必要性が認められることとなります。 

（１）１か月に 48時間以上労働することを常態としている。 

（２）妊娠中であるか又は出産後間もない。 

（３）疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有している。 

（４）同居の親族（長期間入院等をしている親族を含む。）を常時介護又は看護している。 

（５）震災・風水害・火災、その他の災害の復旧に当たっている。 

（６）求職活動（起業の準備を含む。）を継続的に行っている。 

（７）就学・職業訓練校等に通っている。 

（８）虐待やＤＶ（家庭内暴力）のおそれがある。 

（９）第２子以降の育児休業を取得する場合で、上の子がすでに保育所等に入所しており 

保育所等の継続利用が必要であると認められる。 

（10）上記に類するものとして市長が認める事由に該当する。 

３ 費 用 

利用者負担額は、就学前までの児童について宮古市が負担します。 

副食費については、国で定める基準を限度（月額：4,800円）として、宮古市が負担しま

す。 

４ 入所手続き 

  保育の必要性の認定を受け、保育所の利用希望の申込みを行います。 

保育の必要性の認定、保育所の利用希望の申込みは、市こども家庭センター保育係で受

け付けます。 

    ＴＥＬ （代表）62－2111 （内線 1317、1318、1319） 

        （直通）68－9088 
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５ 設置状況 

（１）公立保育所                  令和６年４月１日現在（単位：人） 

     区分 

施設名 
所在地 認可年月日 定員 入所児童数 電話番号 

愛 宕 保 育 所 愛宕一丁目１－26 S43. 4. 1 45  ８ 62-3472 

千 徳 保 育 所 千徳町５－31 S44. 4. 1 60  51 62-4108 

津軽石保育所 津軽石４－40－８ S45. 4. 1 60  39 67-2217 

小山田保育所 小山田二丁目７－３ S46. 4. 1 120  84 62-0875 

花 輪 保 育 所 花輪４－２－１ S48. 4. 1 60  43 69-2249 

山 口 保 育 所 山口五丁目２－１ S49. 4. 1 45  32 63-0442 

佐 原 保 育 所 佐原二丁目８－８ S52. 4. 1 70  30 63-5846 

磯 鶏 保 育 所 上村二丁目５－６ S53. 4. 1 45  32 62-3076 

崎 山 保 育 所 崎山３－１－２ S58. 4. 1 60  41 64-0191 

田 老 保 育 所 田老三王一丁目１－６ S28. 6. 1 70  45 65-7337 

新 里 保 育 所 茂市２－146－１ S40. 4. 1 70  30 72-2318 

合 計 11施設  705 435  

※ 広域入所受託人数を除く。 

※ 津軽石保育所、花輪保育所は指定管理者が運営している。 

 

（２）私立保育所                 令和６年４月１日現在（単位：人） 

      区分 

施設名 
所在地 認可年月日 定員 入所児童数 電話番号 

常安寺保育園 沢田４－１ S25. 7. 1 60 48 62-5624 

宮 古 保 育 園 保久田１－５ S32.12.1 56 45 62-3929 

いずみ保育園 上鼻二丁目６－６ H16. 4. 1 50 57 71-2323 

いずみ保育園分園 近内三丁目８－23 H30. 4. 1 35 28 65-6810 

合 計 ４施設  201 178  

※ 広域入所受託人数を除く。 
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６ 入所児童事由別調 

各年度４月１日現在（単位：人） 

年度 就労 
妊娠 

出産 

疾病

等 

介護 

看護 

災害 

復旧 
求職 就学 

育児 

休業 

その

他 
合計 

R２ 940 26 12 ８ ０ 30 ０ 40 ０ 1,056 

R３ 903 22 ５ ５ ０ 37 ２ 32 ０ 1,006 

R４ 865 30 10 ３ ０ 33 ３ 41 ０ 985 

R５ 822 31 ７ ２ ０ 35 １ 35 ０ 933 

R６ 837 20 11 ２ ０ 35 ０ 35 １ 941 

※ 広域入所委託人数を除く。 

※ 認定こども園の保育所機能部分利用児童数を含む。  

７ 特別保育事業の状況  

保育所の保育需要の多様化に対応するため、特別保育事業を実施しています。 

令和６年４月１日現在 

事 業 名 開始年度 実 施 保 育 所 

延 長 保 育 事 業 平成９年度 

常安寺保育園、宮古保育園、認定こども園宮古

ひかり(保育所機能)、認定こども園あかまえこ

ども園(保育所機能) ※認定こども園あかま

えこども園さくらんぼ分園は、R６.４～休止中 

一 時 的 保 育 事 業 平成９年度 小山田保育所、田老保育所、新里保育所 

病 後 児 保 育 事 業 平成 18年度 小山田保育所 

 

利用状況                              (単位：人) 

       区分 

年度 

延長保育 

（延人数） 

一時的保育 

（延人数） 

病後児保育 

（延人数） 

令和元年度 5,505 729 ７ 

令和２年度 3,357 378 ５ 

令和３年度 2,268 310 12 

令和４年度 1,144 344 14 

令和５年度 987 368 ３ 
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Ⅲ 認定こども園・幼稚園 

１ 認定こども園 

  幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。 

令和６年４月１日現在(単位：人) 

       区分 

施設名 
所在地 開園年月日 定員 入園児童数 電話番号 

認定こども園 
宮古泉幼稚園 

上鼻二丁目

６－６ 
H27.４.１ 195 156 62－6365 

認定こども園 
宮古ひかり 

西町三丁目

３－26 
H27.11.２ 130 106 62－6845 

認定こども園 
そけい幼稚園 

磯鶏沖４－

20 
H30.４.１ 85 73 62－8678 

認定こども園 
あかまえこども園 

赤前３－14

－11 
H31.４.１ 49 44 67-3340 

認定こども園 
あかまえこども園分園 

黒森町２－

15 
H31.４.１ 10 ― 63-8738 

合 計 469 379  

※ 広域入所受託人数を除く。 

※ あかまえこども園分園は令和６年度から休止中。 

 

２ 私立幼稚園                 令和６年４月１日現在(単位：人) 

      区分 

施設名 
所在地 開園年月日 定員 入園児童数 電話番号 

小百合幼稚園 
宮町一丁目

２－14 
S28.９.３ 60    48 64－0388 

３ 費 用 

利用者負担額は、就学前までの児童について宮古市が負担します。 

副食費については、国で定める基準を限度（月額：4,800円）として、宮古市が負担 

します。 

４ 預かり保育 

区分 

施設名 

平日 土曜日・長期休業日 

通常保育時間 預かり保育時間 預かり保育時間 

認定こども園 
宮古泉幼稚園 

８：30～14：00 
７：30～８：30 
保育終了～18：30 

７：30～18：30 

認定こども園 
宮古ひかり 

９：00～14：00 
７：00～９：00 
保育終了～18：30 

７：00～18：30 

認定こども園 

そけい幼稚園 
８：30～14：00 

７：30～８：30 
保育終了～18：30 

７：30～18：30 

認定こども園 

あかまえこども園 
８：30～14：00 

７：30～８：30 
保育終了～18：30 

７：30～18：30 

小百合幼稚園 ８：30～14：00 
７：30～８：30 
保育終了～18：30 

７：30～18：30 

※ 認定こども園については、幼稚園部分において実施 
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Ⅳ 地域型保育事業 

１ 小規模保育事業所 

  小規模という特性を活かし、家庭的な環境のなかできめ細かな保育を行うことを特徴とした、

０歳児から２歳児までの少人数（事業規模により定員６～19 人）の子どもを保育する施設

です。 

令和６年４月１日現在(単位：人) 
      区分 

施設名 
所在地 開園年月日 定 員 

入 園 

児童数 
電話番号 

小規模保育事業所
ククナの家 

上村一丁目９－６ R４.４.１ 15 13 070-2014-3967 

小規模保育園みい
つけた 

大通四丁目４－３

－２ 
R６.４.１ 16 0 77-5512 

 

２ 家庭的保育事業所 

  保育者の居宅等家庭的な雰囲気のもと、０歳児から２歳児までの少人数（定員５人以下）

の子どもを保育する施設です。 

令和６年４月１日現在(単位：人) 
      区分 

施設名 
所在地 開園年月日 定 員 

入 園 

児童数 
電話番号 

家庭的保育ルーム
つくしんぼ 

上鼻二丁目５－13 H30.４.１ ５ ４ 77-5559 

ぶどうのき 山口三丁目２－23 R４.４.１ ５ ５ 65-6283 

ぽかぽかてらす 山口三丁目６－１ R４.４.１ ５ ４ 090-7337-1440 

家庭的保育室いち
ごハウス 

崎鍬ヶ崎５－16－

３ 
R５.４.１ ５ ５ 090-2270-4825 

こぐまハウス 鴨崎町２－２０ R６.４.１ ５ ４ 63-8731 

 

３ 費 用 

利用者負担額は、宮古市が負担します。 
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Ⅴ その他の児童福祉施設等 

１ へき地保育所 

（１）目 的 

交通条件及び自然的、文化的諸条件に恵まれない山間地等のへき地であって、児童

が少なく保育所を設置することが困難と認められる地域において、公民館など既存の

施設を利用して保育を行います。 

 

（２）設置状況                       令和６年４月１日現在 

    区分 

施設名 
所  在  地 認可年月日 定員 児童数 電話番号 

門馬保育所 区界３－32－20 H10.４.１ 30 ― ― 

小国保育所 小国 20－32－３ H12.４.１ 30 ４ 78-2633 

合 計 60 ４  

※ 門馬保育所は休所中 

 
２ 児 童 館 

                    令和６年４月１日現在 

    区分 

施設名 
所  在  地 認可年月日 定員 児童数 電話番号 

重茂児童館 重茂２－1 S42. ４.１ 80 21 68-2343 

高浜児童館 高浜四丁目１－40 H４. ４.１ 50 18 62-3464 

田代児童館 田代 16－141 H14. ４.１ 30 ２ 64-8330 

合 計 160 41  

※ 重茂児童館、高浜児童館、田代児童館は、学童保育実施。いずれも指定管理者が運営 

 
３ 認可外保育施設 

                 令和６年４月１日現在 
       区分 

施設名 
所  在  地 開設年月 児 童 数 電 話 番 号 

かきのき保育園 

（宮古山口病院） 
山口五丁目５－10 S43.４ ９ 63-5836 

あすなろ保育所 

（宮古病院） 

崎鍬ヶ崎１－11－

26 
S50.３ 17 63-1344 

ミルミル保育園 

（宮古ヤクルト） 
宮町一丁目２－20 H７.10 － 63-8960 

ホテルルートイン宮

古 託児所 
藤の川 15－38 H25.12 １ 050-5847-7500 

合 計 27  

※ あすなろ保育所 平成 21年度から終夜保育、一時保育、延長保育を実施 

※ ミルミル保育園 令和３年度から休所中 
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Ⅵ 地域子育て支援事業 

１ 子育て支援拠点事業 

（１）目 的 

子育て中の保護者を対象として、地域子育て支援センター及びつどいの広場に

おいて、子どもや親同士の交流の場を提供するとともに、育児相談、子育てサー

クル等の支援を行います。 

また、保育所・認定こども園・児童館・幼稚園においてもそれぞれのその機能

や保育の知識をいかし、子育て相談や施設の開放を行うなど子育て家庭の支援を

行います。 

 

（２）設置状況 

   ① 子育て支援センター 

名 称 電話番号 開所時間 

宮古市地域子育て支援センター 

（小山田保育所内） 
62-0884 

毎週月～金曜日 

９：00～12：00 

 13：00～15：00 

 

   ② つどいの広場 

名 称 電話番号 開所時間 

すくすくランド（宮古市地域創生センター

〔うみマチひろば〕１階） 
63-8061 10：00～18：00 

ひよこクラブ 

（認定こども園宮古ひかり内） 
62-6845 

毎週月～土曜日 

 ９：00～14：00 

のびっこクラブ 

（認定こども園そけい幼稚園内） 
62-8678 

月・水・金 

 ９：00～12：00 

 13：00～15：00 

 

（３）利用状況 

① 子育て支援センター「にこにこルームみやこ」        (単位：人) 

年度 

にこにこルーム 

みやこ 

にこにこルーム 

川井 
合  計 

利用組数 参加者数 利用組数 参加者数 利用組数 参加者数 

R１ 1,122 2,435  11  24 1,133 2,459 

R２   789 1,709  １  ２   790 1,711 

R３  250  558   ０  ０  250  558 

R４  438  939   －  －  438  939 

R５ 1,013 2,296   －  － 1,013 2,296 

※ にこにこルームみやこ：小山田保育所内に設置 

※ にこにこルーム川井：川井保健センター実施の「のびっこ広場」と同日開催。令和４年度

以降は事業実施なし 
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② つどいの広場 

 区分 

 

年度 

「すくすくランド」 
「ひよこクラブ」 

認定こども園宮古ひかり内 

「のびっこクラブ」 

認定こども園そけい幼稚園内 

利用組数 開催日数 １日平均 利用組数 開催日数 １日平均 利用組数 開催日数 １日平均 

R１ 6,109 360 17 792 281 ３ 1,249 133 ９ 

R２ 1,903 267 ７ 372 213 ２   879 105 ８ 

R３ 1,135 257 ４ 184 146 １  425  74 ６ 

R４ 1,656 354 ５ 338 236 １  518 119 ４ 

R５ 2,093 357 ６ 552 286 ２   613 138 ４ 

 区分 

 

年度 

合 計  

利用組数 開催日数 １日平均 

R１  8,150 774 11 

R２  3,154 585 ５ 

R３  1,744 477 ４ 

R４  2,512 709 ４ 

R５  3,258 781 ４ 

 ※「すくすくランド」は、令和３年 12月より宮古市地域創生センター〔うみマチひろ

ば〕１階へ移転し運営中 

 

（４）相談状況 

   ① 施設別                         （単位：件） 

区分 

 

年度 

相 談 件 数 
合 計 

子育て支援センター つどいの広場 

R１ 78 485 563 

R２ 42 462 504 

R３ 14 370 384 

R４ 40 155 195 

R５ 49 213 262 

 

 

   ② 相談内容別                         （単位：件） 

区分 

年度 
生活習慣 発育発達 病  気 育  児 親の問題 その他 合 計 

R１ 157 98 49 161 52 46 563 

R２ 140 102 29 110 67 56 504 

R３ 109 67 24 103 61 20 384 

R４  66 64 ２  51 11 １ 195 

R５ 110 42 10  82 ７ 11 262 
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（５）出前保育 

子育て中の親子を対象に、親子の遊びや友達との交流、またお母さん同士の交

流を深める場を提供する。 

区分 

 

年度 

赤ちゃんサロン ぽかぽかランド キッズ田老 

回 数 利用組数 回 数 利用組数 回 数 利用組数 

R１ 10 70 10 62 11 50 

R２ ５ 29 ６ 48 ７ 14 

R３ ６ 26 ７ 39 ６ 17 

R４ ７ 30 ８ 48 ９ 24 

R５ 10 89 ９ 42 10 32 

区分 

 

年度 

ふれあい広場「にこにこ」 

回 数 利用組数 

R４ 14 21 

R５ ８ 29 

※ 対象年齢について 

赤ちゃんサロン：３か月～12か月児 

ぽかぽかランド：１歳～６歳児 

キッズ田老：０歳～６歳児 

ふれあい広場「にこにこ」：０歳～６歳児 ※令和４年度から事業開始 

 

（６）高校生保育体験学習会 

保育や乳幼児に関心のある高校生を対象として、乳幼児に接する機会を設け保

育の体験をしてもらう。           （単位：人） 

年 度 夏休み 冬休み 合 計 

R１ ６ ― ６ 

R２ ― ― ― 

R３ ― ― ― 

R４ ― ― ― 

R５ 43 ― 43 

※ Ｒ２～４年度はコロナウイルス感染症拡大に伴い、開催を見合わせた。 

   

（７）子育てサークルの支援 

    子育て支援センターを利用している保護者に対して子育てサークルの結成を働 

   きかけ、育児情報の提供や活動についての支援をする。 

 

（８）子育てガイドマップの作成 

保育所（園）、認定こども園、幼稚園のほか、各種子育て支援サービスや医療機

関などの内容を掲載したリーフレット「キッズガイドマップ すくすく」を作成

配布する。 
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２ ファミリーサポートセンター事業 

  ファミリーサポートセンターは、働く人たちの仕事と家庭の両立や子育て中の家庭を応

援するため、「預かりの援助を受けたい人」と「預かりの援助を行いたい人」を結ぶ会員制

の子育てネットワークシステムです。 

 

（１）設置状況 

名 称 所在地 内 容 

宮古市ファミリー

サポートセンター 

西町一丁目２－13 

ふれあいステーション・あい 

電話：64-4117 

受付時間 午前 10時～午後６時 

 

（２）会員数                            令和５年度末 

依頼会員 
(おねがい会員) 

提供会員 
(まかせて会員) 

双方会員 
(どっちも会員) 

合 計 

287人 103人 17人 407人 

 

（３）育児支援利用料金（１時間当たり） 

 月～金曜日（午前７時～午後６時）          500円 

 月～金曜日（上記の時間以外）          600 

 土・日・祝日及び年末年始（12/29～1/3）    600 

     軽度の病気の子どもに係る預かりの援助      600 

 

（４）相互援助活動内容                       令和５年度 

援助内容 活動件数 

① 保育所・幼稚園の送りのみ １件 

② 保育所・幼稚園の迎えのみ ０  

③ 保育所・幼稚園の登園前の預かり及び送り ６  

④ 保育所・幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり ９  

⑤ 保育所・幼稚園の帰宅後の預かり ５  

⑥ 学童の放課後の預かり ０  

⑦ 学童保育（学童の家）の送り ０  

⑧ 学童保育（学童の家）の迎え ７  

⑨ 学童保育（学童の家）の迎え及び帰宅後の預かり ０  

⑩ 学童保育（学童の家）からの帰宅後の預かり ０  

⑪ 子どもの病気時の預かり １  

⑫ 保育所・学校等休み時の預かり ９  

⑬ 保育所等施設入所前の預かり  ３  

⑭ 保護者等の短時間・臨時的就労の場合の預かり 48  

⑮ 保護者等の求職活動中の預かり 49  

⑯ 他の子どもの学校行事や冠婚葬祭等用事により外出する場合の預かり 11  

⑰ 保護者等が買物等で外出する場合の預かり 32  

⑱ 保護者等の病気、その他急用の場合の預かり 18  

⑲ 上記以外 18  

合  計 217  
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Ⅶ 家庭児童相談室 

１ 目 的 

  近年、社会の変動に伴う家庭生活の変化により、家庭における児童養育に関する種々複

雑な問題が発生しています。このようなことから家庭における児童福祉の向上を図るため、

こども家庭センターに家庭児童相談室を設置し、児童の健全育成に関する相談及び援助を

行うものです。 

 

２ 家庭児童相談室における相談 

種  別 内          容 

① 性格・生活習慣等 

 児童の日常生活上の性質、性格（神経質、わがまま等）、生活習

慣（食事、清潔の習慣等）、習癖（夜尿、夜泣き等）に関する相談

又は助言指導 

② 知能・言語  児童の知的能力、言語能力の発達に関する相談又は助言指導 

③ 学校生活等 
 保育所、幼稚園、学校等児童の集団生活における生活行動上の問

題（怠学、不登校等も含む）に関する相談又は助言指導 

④ 非  行 

 窃盗、傷害、恐喝、放火等の不法行為があったか若しくはそのお

それのある児童に関する相談並びに虚言癖、浪費癖、家出、放浪等

の相談又は助言指導 

⑤ 家族関係 
 児童に係る家庭内の人間関係（親子関係、同胞関係等）に関する

相談又は助言指導、児童虐待に関する相談 

⑥ 環境福祉 
 児童をめぐる環境条件（経済的問題、養育に欠ける問題、不良な

地域環境）に関する相談又は助言指導 

⑦ 心身障害 
 知的障害、精神障害、肢体不自由等明らかに心身の機能上の障害

をもつ児童の家庭における養育に関する相談又は助言指導 

⑧ その他  上記の相談種別のいずれにも該当しない相談又は助言指導 

 

３ 家庭児童相談室活動状況  

                （単位：人） 

         年度 

種別 
R１ R２ R３ R４ R５ 

性 格 ・ 生 活 習 慣 95  73  55  54  34  

知  能 ・ 言  語 13  21  22  ７  ２  

 学 校 生 活 等 276  467  488  363  376  

非          行 ０  ２  ５  ０  ０  

家  族  関  係 1,518  756  759  870  609  

環  境  福  祉 790  860  885  967  989  

心  身  障  害 347  325  335  277  166  

そ    の    他 59  28  26  13  18  

合 計 3,098  2,532  2,575  2,551  2,194  
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Ⅷ 児童虐待防止 

１ 児童虐待防止体制 

  児童虐待の状況把握と地域の早期発見などの意識啓発を行い、虐待の防止を図るととも

に、保護者の自覚と責任を持ち、子育てを社会全体で支えあい、地域における暖かい見守

り等により児童が健やかに育っていける環境づくりを進めています。 

 

２ 要保護児童対策地域協議会 

  要保護児童の早期発見やその適切な保護を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福

祉に関する業務に従事する者が要保護児童及びその保護者に関する情報や考え方を共有し、

適切な連携の下で対応するため、保健、医療、福祉、教育、警察その他の行政機関等で組

織する要保護児童対策地域協議会を設置しています。 

 

３ 児童虐待相談員 

  児童虐待に関する相談に応じ、問題を専門的に扱うため、児童虐待相談員を置き、相談

を受けるとともに虐待防止の啓発に努めています。 

 

４ 相談状況                        

（単位：件） 

 区分 

 

 

年度 

養護相談 保 

健 

相 

談 

障 

害 

相 

談 

非 

行 

相 

談 

育成相談 
そ 

の 

他 

合 

 

計 

虐 

 

待 

そ 

の 

他 

性格

行動 

相談 

不登校 

相談 

適性

相談 

育児

しつけ 

相談 

R１ 28 154 ８ 31 ０ ６ 12 １ 14 ０ 254 

R２ 26 115 16 32 ２ ５ ５ ６ 34 ０ 241 

R３ 15 102 13 22 １ ９ ９ ９ 26 ０ 206 

R４ ４ 140 ５ 16 ０ 12 13 12 22 ０ 224 

R５ 20 111 ０ ８ ０ ５ ９ ７ 38 ０ 198 

 

５ 虐待相談内訳 

（１）令和５年度相談状況                       （単位：件） 

      区分 

年度 
身体的 ネグレクト 心理的 性 的 合 計 

０歳～３歳未満 ０ １ １ ０ ２ 

３歳～就学前 ０ ２ ４ ０ ６ 

小学生 １ ５ １ １ ８ 

中学生 ０ ０ ２ ０ ２ 

高校生・その他 ０ １ １ ０ ２ 

合 計 １ ９ ９ １ 20 
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（２）年度別相談状況 

① 年度別状況（種別）                      （単位：件） 

  区分 

年度 
身体的 ネグレクト 心理的 性的 計 

R１ １ ６ 21 ０ 28 

R２ ４ ７ 15 ０ 26 

R３ ４ １ 10 ０ 15 

R４ ０ ２ ２ ０ ４ 

R５ １ ９ ９ １ 20 

 

② 年齢別状況                          （単位：件） 

区分 

年度 
３歳未満 

３歳～ 

就学前 
小学生 中学生 

高校 

その他 
合 計 

R１ ９ ６ 11 ２ ０ 28 

R２ ６ ８ ７ ３ ２ 26 

R３ ２ ６ ５ １ １ 15 

R４ ０ １ ２ ０ １ ４ 

R５ ２ ６ ８ ２ ２ 20 

 

③ 通告経路                                                     （単位：件） 

 経路 

 

 

年度 

児 童 

相談所 

保 健

センター 

民生 

児童

委員 

保育所 

幼稚園 

小中 

学校 
父親 母親 祖父母 

近隣 

知人 
その他 合計 

R１ ３ ２ ０ ２ 15 ３ ０ ０ ２ 1 28 

R２ １ ３ ０ ３ ７ １ ２ ２ ２ ５ 26 

R３ ０ ２ ０ ２ ３ ０ ２ ０ ０ ６ 15 

R４ ０ ０ ０ １ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ４ 

R５ ５ ０ ０ ０ ２ ０ ４ ０ ２ ７ 20 
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Ⅸ 放課後児童対策事業 

１ 目 的  

  昼間、保護者のいない家庭の小学校の児童等の育成及び指導を行うため、放課後児

童クラブ（学童の家）を設置し、児童の健全育成の向上を図ります。 

２ 対 象  

  市内小学校及び県立宮古恵風支援学校に在籍する児童 

３ 活動内容 

（１）児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定 

（２）遊びの活動への意欲と態度の形成 

（３）遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上  

（４）児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

（５）家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援 

（６）その他児童の健全育成上必要な活動 

４ 休館日 

（１）毎週日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 

（３）12月 29日から同月 31日まで並びに１月２日及び同月３日 

５ 開館時間 

（１）学校の授業日 授業終了時から午後６時 30分まで 

（２）学校の休業日 午前７時 30分から午後６時 30分まで 

６ 入館手続き 

  各学童の家で直接、入館申込みの受け付けを行います。 
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７ 設置状況                       

令和６年４月１日現在 

学童名 所在地 設置年月日 電話番号 指定管理者 

宮古学童の家 横町５－１ S54.４.１ 62－6599 シルバー 

千徳学童の家 西ヶ丘一丁目２－１ H８.４.１ 62－6846 シルバー 

山口学童の家 鴨崎町３－25 H12.４.１ 64－4301 シルバー 

宮古養護学童の家 崎山５－88 H14.７.１ 64－3506 いきいき 

磯鶏学童の家 上村二丁目４－１ H16.４.１ 64－5907 シルバー 

崎山学童の家 崎山３－２ H16.４.１ 64－5862 いきいき 

鍬ヶ崎学童の家 熊野町６－33 H16.４.１ 63－5856 シルバー 

花輪学童の家 花輪４－26 H17.４.１ 69－3155 慈愛会 

津軽石学童の家 津軽石４－82 H18.４.１ 67－9171 慈愛会 

田老学童の家 
田老字館が森３ 

（田老公民館内） 
H18.４.１ 87－9171 シルバー 

新里学童の家 刈屋 11－53－３ H28.４.１ 79－1588 シルバー 

・シルバー＝公益社団法人宮古市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ  

・いきいき＝NPO法人宮古地区いきいきﾜｰｷﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

・慈愛会＝社会福祉法人慈愛会          

 

８ 利用状況  

                  各年度４月１日現在（単位：人） 

年度 

学童名 
R２ R３ R４ R５ R６ 

宮古学童の家 91 81 76 88 83 

千徳学童の家 137 131 121 113 128 

山口学童の家 68 59 63 63 66 

宮古養護学童の家 15 12 11 13 14 

磯鶏学童の家 75 69 71 69 82 

崎山学童の家 51 62 64 57 59 

鍬ヶ崎学童の家 31 35 30 25 23 

花輪学童の家 80 76 71 72 71 

津軽石学童の家 32 43 45 34 28 

赤前学童の家 ８ ２ － － － 

田老学童の家 19 27 25 28 30 

藤原学童の家 － － － － － 

新里学童の家 32 37 35 40 27 

合 計 639 634 612 602 611 

※ 藤原学童の家は令和２年３月 31日閉館 
※ 赤前学童の家は令和４年３月 31日閉館 
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Ⅹ 児童手当等 

１ 児童手当 

（１）目 的 

    次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するために、中学校修了前までの児童

を養育している方に児童手当を支給します。 

（２）受給資格 

    中学校修了前までの児童を養育している方 

※ 受給のためには、請求が必要です。 

（３）支給額 

    児童一人あたりの月額 

    ・０歳～３歳未満 一律 15,000円 

・３歳以上小学校修了前 10,000円（第３子以降 15,000円） 

・中学生 一律 10,000円 

・特例給付（所得制限） 一律 5,000円 

（４）所得制限 

受給者とその配偶者のどちらかの前年の所得が所得制限限度額（別表１）を超えた

場合は、児童の年齢に関係なく一律 5,000円の支給額となります。 

受給者とその配偶者のどちらかの前年の所得が所得上限限度額（別表１）を超えた

場合は、手当の支給はありません。 

（５）支給月等 

    支給は口座振込とし、２月、６月、10月の３期にそれぞれの前月分まで支給します。 

（６）手続き 

    必要な添付書類 

    ・請求者の健康保険被保険者証の写し又は年金加入証明書 

    ・請求者名義の預金通帳 

    ・受給者と配偶者の個人番号がわかるもの 

※ 請求時の状況によって上記以外の書類が必要な場合があります。 

 

２ 児童扶養手当 

（１）目 的 

    父又は母のいない児童の家庭や実質的に父または母が不在の状態にある児童の家庭

に対し、その生活の安定と自立の促進を図り、児童が心身ともに健やかに成長するよ

う役立ててもらうことを目的として支給されます。 

（２）受給資格 

    手当を受けることができる人は、次のような条件にあてはまる児童（18歳に達する

以降の最初の年度末までの児童または、20歳未満で一定程度以上の障害がある子ども）

を監護する父・母・父又は母にかわってその児童を養育している養育者です。いずれ

の場合も国籍は問いません。 

① 父と母が離婚した児童 

② 父または母が死亡した児童 

③ 父または母が国民年金法の１級か身体障害者手帳の１～２級程度の重度の障害をも

つ児童 

④ 父または母が海難事故や航空機事故などで３ヶ月以上生死不明の児童 

⑤ 父または母が１年以上同居せず、かつ生計を維持しないで遺棄している児童 

⑥ 父または母がそれぞれ母または父の申立てにより保護命令を受けた児童 

⑦ 父または母が１年以上刑務所などに収容されている児童 

⑧ 婚姻によらないで生まれた児童 

⑨ 父母があるかないか明らかでない児童 
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（３）所得制限 

    手当を請求する本人又はその扶養義務者の所得が、一定の額を超えるとき（別表２）

は、一定期間支給を停止します。 

 

（４）受給資格のない方 

   ① 児童が児童福祉施設に入所しているとき。 

   ② 児童が里親に委託されているとき。 

   ③ 児童が父又は母の配偶者（事実婚を含む）に養育されているとき。 

 

（５）支給額 

   ① 児童１人の場合 

    全額支給‥‥‥月額 45,500円 

    一部支給‥‥‥月額 45,490円～10,740円 

【算式：45,490－ 

（所得額－全部支給所得制限限度額）×0.0243007）】 

   ② ２人目 

    全額支給‥‥‥月額 10,750円加算 

    一部支給‥‥‥月額 10,740円～5,380円加算 

【算式：10,740－ 

（所得額－全部支給所得制限限度額）×0.0037483）】 

   ③ ３人目以降（１人につき） 

    全額支給‥‥‥月額 6,450円加算 

    一部支給‥‥‥月額 6,440円～3,230円 

【算式：6,440－ 

（所得額－全部支給所得制限限度額）×0.0022448）】 

（６）支給月等 

   請求のあった月の翌月分から５月、７月、９月、11 月、１月、３月にそれぞれの前

月分まで口座振込みで支給されます。 

 

（７）手続き 

  必要な添付書類 

    ・戸籍謄本  １通（請求者と児童の戸籍が別の場合は各１通） 

    ・請求者と児童の健康保険証 

・請求者名義の預金通帳 

・請求者、児童、扶養義務者のマイナンバーカード等 

    ・年金を受給している場合は証明できる書類 

    ・請求者の本人確認書類 

※ 請求理由によっては上記以外の書類が必要な場合があります。 
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３ 特別児童扶養手当 

（１）目 的 

    精神や身体に障害のある児童を育てている家庭に支給されるもので、児童の生活や

福祉の向上に役立ててもらおうとするものです。 

（２）受給資格 

    次に該当する障害児を監護している父母又は、父母にかわって児童を養育している

人です。国籍は問いません。 

① 精神や身体に重度又は中度の障害がある 20歳未満の児童 

  １級（重度）‥‥‥身障手帳「１級」「２級」と療育手帳「Ａ」及びこれらと同程

度の障害を有する児童 

２級（中度）‥‥‥身障手帳「３級」の全部、「４級」の一部、療育手帳「Ｂ」の

一部及びこれらと同程度の障害を有する児童 

（３）所得制限 

    手当を請求する本人若しくは配偶者又はその扶養義務者の前年の所得が一定の額

を超えるときは（別表３）、一定期間支給を停止します。 

 

（４）受給資格のない方 

   ① 児童が社会福祉施設に入所しているとき。 

   ② 児童自身が障害を事由とする公的年金給付を受けているとき 

（５）支給額（令和６年４月１日以降） 

   ① １級（重度）児童１人につき 月額 55,350円 

   ② ２級（中度）   〃    月額 36,860円 

（６）支給月等 

    請求のあった翌月分から４月、８月、12月の３期にそれぞれの前月分（11月は 

11月分を含む）まで、指定金融機関口座に振込みます。 

（７）手続き 

    必要な添付書類等 

    ・戸籍謄本  １通 

    ・診断書（指定様式）または身障手帳１～３級・療育手帳「Ａ」を受けている 

場合はその手帳 

     ・請求者名義の預金通帳 

     ・請求者の本人確認書類 

※ 請求時の状況によって上記以外の書類が必要な場合があります。 
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４ 児童手当等支給状況 

（１）児童手当支給状況                各年度２月末現在（単位：人）                           

  区分   

年度 

被 用 者 非被用者 特例給付 合 計 

児童数 受給者数 児童数 受給者数 児童数 受給者数 児童数 受給者数 

R１ 3,845 2,224 734 422 100 64 4,679 2,710 

R２ 3,727 2,164 684 397 95 60 4,506 2,621 

R３ 3,492 2,031 665 386 94 57 4,251 2,474 

R４ 3,277 1,911 639 381 46 33 3,962 2,325 

R５ 3,143 1,837 605 364 38 23 3,786 2,224 

 

（２）児童扶養手当、特別児童扶養手当支給状況       各年度３月末現在（単位：人） 

  区分 

 

状況 
年度 

児童扶養手当 

（全部停止者除く） 

特別児童扶養手当 

 (支給停止者を除く) 

重 度 中 度 合 計 

受給者数 

R１ 425   142 

R２ 422   150 

R３ 384   140 

R４ 360   129 

R５ 349   129 

児 童 数 

R１ 645 42    112 154 

R２ 655 41 124 165 

R３ 593 42 113 155 

R４ 565 36 108 144 

R５ 562 38 108 146 
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別表１ 

児童手当所得制限限度額表と所得上限限度額表 

扶養親族等の数 
所得制限限度額（H24.６より） 

所得額 

所得上限限度額（R４.６より） 

所得額 

０人 6,220,000円 8,580,000円 

１人 6,600,000 8,960,000 

２人 6,980,000 9,340,000 

３人 7,360,000 9,720,000 

４人 7,740,000 10,100,000 

５人 8,120,000 10,480,000 

 

 

別表２ 

児童扶養手当所得制限限度額表（H30.８より）          

扶養親族等の数 
受 給 者 本 人 扶養義務者及び 

孤児等の養育者 全部支給 一部支給 

０人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円 

１人 870,000 2,300,000 2,740,000 

２人 1,250,000 2,680,000 3,120,000 

３人 1,630,000 3,060,000 3,500,000 

４人 2,010,000 3,440,000 3,880,000 

５人 2,390,000 3,820,000 4,260,000 

６人以上 
以下一人につき 

380,000円加算 

以下一人につき 

380,000円加算 

以下一人につき 

 380,000円加算 

 

別表３ 

特別児童扶養手当所得制限限度額表          

扶養親族等の数 受給者本人 
配偶者及び 

扶養義務者 

０人  4,596,000円  6,287,000円 

１人 4,976,000 6,536,000 

２人 5,356,000 6,749,000 

３人 5,736,000 6,962,000 

４人以上 
以下一人につき 

380,000円加算 

以下一人につき 

213,000円加算 

 

（注）特定扶養親族または老人扶養親族等がある場合は、別表２及び別表３の金額に一定の

金額を加算した額となります。 

  また、社会保険料控除・特別障害者控除・障害者控除・特別寡婦控除・寡婦（夫）控 

 除等の各種控除があります。 
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